
歳　入

1 市 税 31,173,987
千円

30,551,518
千円

2 地 方 譲 与 税 581,000 625,769

3 利 子 割 交 付 金 16,000 16,201

4 配 当 割 交 付 金 260,000 331,394

5 株式等譲渡所得割交付金 300,000 438,630

6 法 人 事 業 税 交 付 金 800,000 824,731

7 地 方 消 費 税 交 付 金 4,300,000 4,491,437

8 ゴルフ場利用税交付金 25,000 27,878

9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 8,000 9,160

10 環 境 性 能 割 交 付 金 170,000 178,590

11 地 方 特 例 交 付 金 1,125,996 1,127,013

12 地 方 交 付 税 2,666,346 2,719,099

13 交通安全対策特別交付金 22,000 18,434

14 分 担 金 及 び 負 担 金 250,085 218,179

15 使 用 料 及 び 手 数 料 807,981 806,159

16 国 庫 支 出 金 11,199,652 10,111,301

17 県 支 出 金 4,676,872 3,467,322

18 財 産 収 入 455,155 482,935

19 寄 附 金 2,059,221 1,945,779

20 繰 入 金 1,944,491 1,903,976

21 繰 越 金 3,312,726 3,312,727

22 諸 収 入 2,902,387 2,092,731

23 市 債 8,003,866 2,137,000

77,060,765 67,837,963計

令和６年度一般会計予算執行状況

予　算　額 収　入　済　額款

（令和７年３月３１日現在）



歳　出

1 議 会 費 388,899
千円

381,377
千円

2 総 務 費 9,036,902 7,246,530

3 民 生 費 28,622,945 24,321,100

4 衛 生 費 9,486,422 7,074,402

5 労 働 費 55,897 54,632

6 農 林 水 産 業 費 1,634,275 1,306,841

7 商 工 費 1,120,732 1,065,307

8 土 木 費 5,419,504 4,554,495

9 消 防 費 2,916,502 2,069,991

10 教 育 費 14,744,562 10,558,186

11 災 害 復 旧 費 30,000 20,484

12 公 債 費 3,401,974 3,400,996

13 諸 支 出 金 1 0

14 予 備 費 202,150 0

77,060,765 62,054,341

予　　算　　額款

計

支　出　済　額



会　　計　　名

国 民 健 康 保 険 会 計
千円
15,129,116

千円
14,777,417

千円

介 護 保 険 会 計 12,351,975 11,402,831

後 期 高 齢 者 医 療 会 計 3,019,814 2,806,144

佐久島診療所事業会計 30,057 19,945

計 30,530,962 29,006,33732,552,156

16,266,722

3,080,041

令和６年度特別会計予算執行状況

48,124

13,157,269

（令和７年３月３１日現在）

予 算 額 収　入　済　額 支　出　済　額



会　　計　　別

区　　　分

一 般 会 計 35,958,450 千円 59.9 ％

病 院 事 業 会 計 2,307,444 3.8

水 道 事 業 会 計 751,287 1.3

下 水 道 事 業 会 計 20,771,813 34.6

渡 船 事 業 会 計 234,200 0.4

計 60,023,194 100.0

借　入　先　別

区　　　分

財 務 省 38,070,045 千円 63.4 ％

ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険 1,652,146 2.8

地方公共団体金融機構 6,351,032 10.6

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 159,552 0.3

西 尾 信 用 金 庫 9,834,005 16.4

碧 海 信 用 金 庫 476,143 0.8

岡 崎 信 用 金 庫 29,011 0.0

蒲 郡 信 用 金 庫 237,877 0.4

愛 知 県 中 央 信 用 組 合 564,927 0.9

愛知県市町村職員共済組合 1,623,982 2.7

愛知県市町村振興協会 919,970 1.5

全国市有物件災害共済会 104,504 0.2

計 60,023,194 100.0

(令和７年３月３１日現在）

市 債 の 現 在 高

現　　在　　高 構　　成　　比

現　　在　　高 構　　成　　比



○

3,854,471.37 ㎡

540,064.28 ㎡

(現金） 12,322,199,001 円

(有価証券） 18,150,000 円

67,704,000 円

85,302,000 円

○

0 円

○

704,525,642 円

○

1,454.79 ㎡

235.25 ㎡

市 有 財 産

国民健康保険特別会計

基 金

一 般 会 計

有 価 証 券

出 資 金

（令和７年３月３１日現在）

土 地

建 物

土 地

建 物

基 金

介 護 保 険 特 別 会 計

基 金

佐久島診療所事業特別会計
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令和７年度西尾市国民健康保険特別会計予算 

 

令和７年度西尾市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,787,537千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴ 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

⑵ 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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第１

歳

1 県 負 担 金

　

・ 補 助 金 10,552

　

,549

 

3 財 産 収 入 2,901

入

1 財 産 運 用 収 入 2,901

4 繰 入 金 1,122,727

1 一 般 会 計 繰 入 金 922,727

表

2 基 金 繰 入 金 200,000

5 繰 越 金 406,242

1 繰 越 金 406,242

款

6 諸 収 入 49,

項

013

1 延

金

滞金、加算金及び過料

　

42,002

　

2 預 金 利 子 9

　

　

3 雑 入 7,002

　

歳 入 合 計 1

　

5,787,537

歳

額

　　 出

千

款 項 金　　　

円

　　額

千円

1 総 務 費 224,673

1 総 務 管 理 費 203,592

2 徴 税 費 20,

歳

1

562

3 運

国

営 協 議 会 費 519

民

2 保 険 給 付 費 1

健

0,361,157

康

1 療 養 諸 費 8

保

,982,857

険

2 高 額 療 養 費 1

税

,307,920

3

3 移 送 費 70

,

4 出 産 育 児 諸

入

6

費 57,525

5

5 葬 祭 諸 費 12,

4

500

6 結

,

核 医 療 付 加 金 85

1

7 そ の 他 給 付 費

0

200

3 国

5

民健康保険事業費納付金 5,006,453

1 医 療 給 付 費 分 3,405,28

歳

4

2 後期高齢者支援金等分 1,1

1

82,212

国

3 介 護 納 付 金 分 41

民

8,957

健

4 保 健 事 業 費 153,

康

649

1 特

保

定健康診査等事業費 1

険

35,884

税

2 保 健 事 業 費 17,

出

3

765

5 基

,

金 積 立 金 2,901

6

1 基 金 積 立 金

5

2,901

4

6 公 債 費 2,902

,

1 公 債 費 2,

1

902

7 諸

0

支 出 金 30,802

5

1 償還金利子及び還付加算金 30,

予

502

2 延 滞 金 300

8 予 備 費 5,000

1 予 備 費 5,000

歳 出

2

合 計 15,787,5

県

37

支 出 金

算

10,552,549
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第１

歳

1 県 負 担 金

　

・ 補 助 金 10,552

　

,549

 

3 財 産 収 入 2,901

入

1 財 産 運 用 収 入 2,901

4 繰 入 金 1,122,727

1 一 般 会 計 繰 入 金 922,727

表

2 基 金 繰 入 金 200,000

5 繰 越 金 406,242

1 繰 越 金 406,242

款

6 諸 収 入 49,

項

013

1 延

金

滞金、加算金及び過料

　

42,002

　

2 預 金 利 子 9

　

　

3 雑 入 7,002

　

歳 入 合 計 1

　

5,787,537

歳

額

　　 出

千

款 項 金　　　

円

　　額

千円

1 総 務 費 224,673

1 総 務 管 理 費 203,592

2 徴 税 費 20,

歳

1

562

3 運

国

営 協 議 会 費 519

民

2 保 険 給 付 費 1

健

0,361,157

康

1 療 養 諸 費 8

保

,982,857

険

2 高 額 療 養 費 1

税

,307,920

3

3 移 送 費 70

,

4 出 産 育 児 諸

入

6

費 57,525

5

5 葬 祭 諸 費 12,

4

500

6 結

,

核 医 療 付 加 金 85

1

7 そ の 他 給 付 費

0

200

3 国

5

民健康保険事業費納付金 5,006,453

1 医 療 給 付 費 分 3,405,28

歳

4

2 後期高齢者支援金等分 1,1

1

82,212

国

3 介 護 納 付 金 分 41

民

8,957

健

4 保 健 事 業 費 153,

康

649

1 特

保

定健康診査等事業費 1

険

35,884

税

2 保 健 事 業 費 17,

出

3

765

5 基

,

金 積 立 金 2,901

6

1 基 金 積 立 金

5

2,901

4

6 公 債 費 2,902

,

1 公 債 費 2,

1

902

7 諸

0

支 出 金 30,802

5

1 償還金利子及び還付加算金 30,

予

502

2 延 滞 金 300

8 予 備 費 5,000

1 予 備 費 5,000

歳 出

2

合 計 15,787,5

県

37

支 出 金

算

10,552,549
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令和７年度西尾市介護保険特別会計予算 

 

令和７年度西尾市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,590,564千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規

定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 

⑴ 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

⑵ 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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第１

歳

706

3

　

国 庫 支 出 金 2,513

　

,555

1

 

国 庫 負 担 金 2,090

入

,135

2 国 庫 補 助 金 423,420

4 支 払 基 金 交 付 金 3,210,775

1 支 払 基 金 交 付 金 3,

表

210,775

5 県 支 出 金 1,784,459

1 県 負 担 金 1,690,047

款

2 財政安定化基金支

項

出金 1

3 県

金

補 助 金 94,411

　

6 財 産 収 入

　

4,932

　

　

1 財 産 運 用 収 入 4,9

　

32

7 寄

　

附 金 1

1 寄

額

附 金 1

8

千

繰 入 金 2,077,7

円

71

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,979,401

2 基 金 繰 入 金 98,370

9 繰 越

歳

1

金 1

1 繰 越

保

金 1

10

険

諸 収 入 10,750

料

1 延滞金、加

2

算金及び過料 3

,

2 預 金 利 子 1

9

3 雑 入 10,7

8

46

歳 入 合

7

計 12,590,56

,

4

歳　　 出

入

6

款 項 金　

1

　　　　額

千円

4 1 総 務 費 356,303

1 総 務 管 理 費 240,797

2 徴 収 費 9,145

3 介 護 認 定 審 査 会 費 98

1

,306

4

介

趣 旨 普 及 費 8,055

歳

護

2 保 険 給 付

保

費 11,637,77

険

6

1 介 護 サ

料

ー ビ ス 等 諸 費 10,7

2

05,420

,

2 介護予防サービス

9

等諸費 439,552

8

3 高額介護

7

サービス等費 229,

,

998

4 高

出

6

額 医 療 合 算 30,61

1

9

   介 護

4

サ ー ビ ス 等 費

5 そ の 他 諸 費 6,489

6 特定入所者介護サービス等費 225,698

3 地 域 支 援 事 業 費 582,478

2

1 介護予防・生

予

分

活支援サービス 205

担

,216

  

金

 事 業 費

2

及

一 般 介 護 予 防 事 業 費 5

び

5,919

負

3 包括的支援事業・任

担

意事業費 321,34

金

3

4 基 金 積

7

立 金 4,932

0

1 基 金 積 立 金 4,

算

6

932

5 諸 支 出 金 4,075

1 償還金及び還付加算金 4,075

6 予 備 費 5,000

1 予

1

備 費 5,000

負

歳 出 合 計 12,5

担

90,564

金
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第１

歳

706

3

　

国 庫 支 出 金 2,513

　

,555

1

 

国 庫 負 担 金 2,090

入

,135

2 国 庫 補 助 金 423,420

4 支 払 基 金 交 付 金 3,210,775

1 支 払 基 金 交 付 金 3,

表

210,775

5 県 支 出 金 1,784,459

1 県 負 担 金 1,690,047

款

2 財政安定化基金支

項

出金 1

3 県

金

補 助 金 94,411

　

6 財 産 収 入

　

4,932

　

　

1 財 産 運 用 収 入 4,9

　

32

7 寄

　

附 金 1

1 寄

額

附 金 1

8

千

繰 入 金 2,077,7

円

71

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,979,401

2 基 金 繰 入 金 98,370

9 繰 越

歳

1

金 1

1 繰 越

保

金 1

10

険

諸 収 入 10,750

料

1 延滞金、加

2

算金及び過料 3

,

2 預 金 利 子 1

9

3 雑 入 10,7

8

46

歳 入 合

7

計 12,590,56

,

4

歳　　 出

入

6

款 項 金　

1

　　　　額

千円

4 1 総 務 費 356,303

1 総 務 管 理 費 240,797

2 徴 収 費 9,145

3 介 護 認 定 審 査 会 費 98

1

,306

4

介

趣 旨 普 及 費 8,055

歳

護

2 保 険 給 付

保

費 11,637,77

険

6

1 介 護 サ

料

ー ビ ス 等 諸 費 10,7

2

05,420

,

2 介護予防サービス

9

等諸費 439,552

8

3 高額介護

7

サービス等費 229,

,

998

4 高

出

6

額 医 療 合 算 30,61

1

9

   介 護

4

サ ー ビ ス 等 費

5 そ の 他 諸 費 6,489

6 特定入所者介護サービス等費 225,698

3 地 域 支 援 事 業 費 582,478

2

1 介護予防・生

予

分

活支援サービス 205

担

,216

  

金

 事 業 費

2

及

一 般 介 護 予 防 事 業 費 5

び

5,919

負

3 包括的支援事業・任

担

意事業費 321,34

金

3

4 基 金 積

7

立 金 4,932

0

1 基 金 積 立 金 4,

算

6

932

5 諸 支 出 金 4,075

1 償還金及び還付加算金 4,075

6 予 備 費 5,000

1 予

1

備 費 5,000

負

歳 出 合 計 12,5

担

90,564

金
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令和７年度西尾市後期高齢者医療特別会計予算 

 

令和７年度西尾市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,246,846千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 
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第１

歳

80

1 一 般

　

会 計 繰 入 金 475,9

　

80

3 繰

 

越 金 500

入

1 繰 越 金 500

4 諸 収 入 5,203

1 延滞金、加算金及び過料 201

2 償還金及び還付加算金 1

表

3 雑 入 1

4 過 年 度 還 付 金 5,000

歳 入 合 計 3,246,846

歳　　 出

款 款 項項 金　　　　　額

千円

金

1 総 務 費 23,

　

832

1 徴

　

収 費 23,832

　

　

2 後 期 高 齢 者 医

　

療 3,217,514

　

広 域 連 合 納

額

付 金 1 後 期 高 齢 者 医 療

千

3,217,514

円

   広 域 連 合 納 付 金

3 諸 支 出 金 5,001

1 償 還 金 及 び 還 付 金 5,001

歳

1

4 予 備 費 499

後

1 予 備 費 49

期

9

歳 出 合 計

高

3,246,846

齢者医療保険

入

料 2,765,163

歳

1 後期高齢

出

者医療保険料 2,76

予

5,163

算

2 繰 入 金 475,9
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第１

歳

80

1 一 般

　

会 計 繰 入 金 475,9

　

80

3 繰

 

越 金 500

入

1 繰 越 金 500

4 諸 収 入 5,203

1 延滞金、加算金及び過料 201

2 償還金及び還付加算金 1

表

3 雑 入 1

4 過 年 度 還 付 金 5,000

歳 入 合 計 3,246,846

歳　　 出

款 款 項項 金　　　　　額

千円

金

1 総 務 費 23,

　

832

1 徴

　

収 費 23,832

　

　

2 後 期 高 齢 者 医

　

療 3,217,514

　

広 域 連 合 納

額

付 金 1 後 期 高 齢 者 医 療

千

3,217,514

円

   広 域 連 合 納 付 金

3 諸 支 出 金 5,001

1 償 還 金 及 び 還 付 金 5,001

歳

1

4 予 備 費 499

後

1 予 備 費 49

期

9

歳 出 合 計

高

3,246,846

齢者医療保険

入

料 2,765,163

歳

1 後期高齢

出

者医療保険料 2,76

予

5,163

算

2 繰 入 金 475,9
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令和７年度西尾市佐久島診療所事業特別会計予算 

 

令和７年度西尾市の佐久島診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42,688千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 
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第１

歳

手 数 料 59

　

3 県 支 出 金 11,8

　

23

1 県 補

 

助 金 11,823

入

4 一 般 会 計 繰 入 金 10,513

1 一 般 会 計 繰 入 金 10,513

5 繰 越 金 9,000

1 繰 越

表

金 9,000

6 諸 収 入 790

1 雑 入 790

歳 入 合 計 42,688

歳　　 出

款 項 款 項 金　　　　　額

千

金

円

1 診 療 所 費

　

39,688

　

1 診 療 所 費 39,6

　

　

88

2 予 備

　

費 3,000

　

1 予 備 費 3,000

額

歳 出 合 計 4

千

2,688

円

歳

1 診 療 収 入 10,50

入

0

1 診 療 収

歳

入 10,500

出

2 使 用 料 及 び 手

予

数 料 62

1

算

使 用 料 3

2
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第１

歳

手 数 料 59

　

3 県 支 出 金 11,8

　

23

1 県 補

 

助 金 11,823

入

4 一 般 会 計 繰 入 金 10,513

1 一 般 会 計 繰 入 金 10,513

5 繰 越 金 9,000

1 繰 越

表

金 9,000

6 諸 収 入 790

1 雑 入 790

歳 入 合 計 42,688

歳　　 出

款 項 款 項 金　　　　　額

千

金

円

1 診 療 所 費

　

39,688

　

1 診 療 所 費 39,6

　

　

88

2 予 備

　

費 3,000

　

1 予 備 費 3,000

額

歳 出 合 計 4

千

2,688

円

歳

1 診 療 収 入 10,50

入

0

1 診 療 収

歳

入 10,500

出

2 使 用 料 及 び 手

予

数 料 62

1

算

使 用 料 3

2
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（１）収益的収入及び支出

     収　　入

会　　計　　名 予　　算　　額

病 院 事 業 8,781,179
千円 千円

水 道 事 業 3,468,437
千円 千円

下 水 道 事 業 4,113,310
千円 千円

渡 船 事 業 202,212
千円 千円

     支　　出

会　　計　　名 予　　算　　額

病 院 事 業 10,567,634
千円 千円

水 道 事 業 3,308,689
千円 千円

下 水 道 事 業 4,042,316
千円 千円

渡 船 事 業 202,212
千円 千円

（２）資本的収入及び支出

     収　　入

会　　計　　名 予　　算　　額

病 院 事 業 1,460,805
千円 千円

水 道 事 業 164,904
千円 千円

下 水 道 事 業 2,006,711
千円 千円

渡 船 事 業 50,000
千円 千円

     支　　出

会　　計　　名 予　　算　　額

病 院 事 業 1,460,805
千円 千円

水 道 事 業 1,972,487
千円 千円

下 水 道 事 業 3,159,787
千円 千円

渡 船 事 業 50,065
千円 千円

令和６年度企業会計予算執行状況

収　入　済　額

1,477,048

3,153,065

219,833

3,537,067

1,439,160

収　入　済　額

8,423,143

1,552,650

（ 令 和 ７ 年 3 月 31 日 現 在 ）

1,934,097

2,960,295

155,540

3,951,155

3,881,112

165,550

支　出　済　額

10,142,628

186,454

188,079

支　出　済　額



会　　計　　別

区　　　分

一 般 会 計 35,958,450 千円 59.9 ％

病 院 事 業 会 計 2,307,444 3.8

水 道 事 業 会 計 751,287 1.3

下 水 道 事 業 会 計 20,771,813 34.6

渡 船 事 業 会 計 234,200 0.4

計 60,023,194 100.0

借　入　先　別

区　　　分

財 務 省 38,070,045 千円 63.4 ％

ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険 1,652,146 2.8

地方公共団体金融機構 6,351,032 10.6

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 159,552 0.3

西 尾 信 用 金 庫 9,834,005 16.4

碧 海 信 用 金 庫 476,143 0.8

岡 崎 信 用 金 庫 29,011 0.0

蒲 郡 信 用 金 庫 237,877 0.4

愛 知 県 中 央 信 用 組 合 564,927 0.9

愛知県市町村職員共済組合 1,623,982 2.7

愛知県市町村振興協会 919,970 1.5

全国市有物件災害共済会 104,504 0.2

計 60,023,194 100.0

(令和７年３月３１日現在）

市 債 の 現 在 高

現　　在　　高 構　　成　　比

現　　在　　高 構　　成　　比



令和７年度 西尾市病院事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和７年度西尾市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴  病 床 数                 321床 

⑵  年 間 患 者 数  

     入 院               91,250人 

      外 来              162,140人 

⑶  一 日 平 均 患 者 数      

     入 院                 250人 

    外 来                 670人 

⑷  主要な建設改良事業 

      建設改良事業             121,372千円 

      資産購入事業             592,296千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める｡ 

                        収              入 

第１款  病 院 事 業 収 益          9,072,205千円 

第１項 医 業 収 益          7,713,171千円 

第２項 医 業 外 収 益          1,347,979千円 

第３項 訪問看護事業収益             11,052千円 

第４項 特 別 利 益               3千円 

                        支              出 

第１款  病 院 事 業 費 用         11,061,636千円 

第１項 医 業 費 用         10,670,452千円 

 第２項 医 業 外 費 用           346,285千円 

 第３項 訪問看護事業費用             43,896千円 

 第４項 特 別 損 失               3千円 

 第５項 予 備 費            1,000千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

                        収              入 

第１款 資本的収入               1,390,531千円 

第１項 企 業 債            688,200千円 

 第２項 出 資 金            702,327千円 

 第３項 補 助 金                1千円 

第４項 固定資産売却代金                 1千円 

第５項 投 資 回 収 金                  1千円 

第６項 寄 附 金               1千円 

 

支              出 

第１款 資本的支出               1,390,531千円 

第１項 建 設 改 良 費             713,668千円 

第２項 企 業 債 償 還 金             531,063千円 

第３項 他会計長期借入金償還金              70,000千円 

第４項 投 資             75,800千円 

 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事業名 総 額 年 度 年割額 

1 資本的支出 1 建設改良費 
医療情報シス

テム設計事業 

千円  千円 
 

26,000 
令和７年度 12,000 

令和８年度 14,000 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 千円  5.0％以内 政府資金等については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。ただし、企業財政

の都合により、据置期間及び償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

施設整備事業 109,200 
普通貸借又

は証券発行 

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる資金につ

いて、利率の見直しを行

った後においては、当該

利率見直し後の利率） 医療器械購入

事業 
579,000 

合 計 688,200  
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（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

⑴   収益的支出 第１項 医業費用 第２項 医業外費用  

第３項 訪問看護事業費用 第４項 特別損失 

⑵   資本的支出 第１項 建設改良費 第２項 企業債償還金 

       第３項 他会計長期借入金償還金 第４項 投資 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費

の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。 

⑴   職員給与費                5,741,608千円 

⑵   交 際 費                   200千円 

 

（他会計からの補助金） 

第１０条 病院事業の健全な財政運営に資するため一般会計からこの会計へ補助

を受ける金額は、491,083千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産購入限度額は、2,358,670千円と定める。 

 

（重要な資産の取得） 

第１２条 重要な資産の取得は次のとおりとする。 

種 類 名 称 数 量 

器械備品 

生理検査システム 一式 

麻酔・救急外来システム 一式 

有線ネットワーク 一式 

情報系システム 一式 

ＭＲＩ装置 一式 
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令和７年度 西尾市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和７年度西尾市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴  給 水 栓 数                  69,500栓 

⑵  年 間 総 配 水 量              19,089,500㎥ 

⑶  一日平均配水量                52,300㎥ 

⑷  主要な建設改良事業 

      配水管布設及び布設替工事      1,402,300千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める｡ 

                        収              入 

第１款 水道事業収益             3,638,577千円 

第１項 営業収益              3,318,600千円 

第２項 営業外収益              319,975千円 

第３項 特別利益                     2千円 

                        支              出 

第１款 水道事業費用             3,494,195千円 

第１項 営業費用              3,467,305千円 

 第２項 営業外費用               15,890千円 

 第３項 特別損失                 1,000千円 

 第４項 予備費                 10,000千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額2,030,336千円は、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額180,291千円、当年度分損益勘定留保資金772,479千円及

び建設改良積立金1,077,566千円で補てんするものとする。）。 
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                        収              入 

第１款 資本的収入                142,963千円 

 第２項 工事負担金                125,784千円 

第３項 負担金                   16,790千円 

第４項 補助金                      388千円 

第５項 固定資産売却代金                  1千円 

支              出 

第１款 資本的支出               2,173,299千円 

第１項 建設改良費              2,138,541千円 

第２項 償還金                   34,758千円 

 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事業名 総 額 年 度 年割額 

資本的

支 出 

建設改

良 費 

電気設備更新工事

－門内増圧ポンプ

場 

      千円 

 

69,300 

令和７年度 
     千円 

20,790 

令和８年度    48,510 

配水管布設替工事

（重要管路耐震

化）－上矢田町外

２町 

   407,700 

令和７年度   136,600 

令和８年度   136,600 

令和９年度   134,500 

水道事

業費用 

営 業 

費 用 

給水装置工事－上

矢田町外２町 

 

1,100 
令和７年度       400 

令和９年度       700 

 

（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり

と定める。 

事   項 期   間 限 度 額 

配水管布設替工事（老朽管更新） 

【一色町・鶴城町外１町】 

令和７年度 

～ 

令和８年度 

  56,000千円 

給水装置工事 

【一色町・鶴城町外１町】 

令和７年度 

～ 

令和８年度 

   8,800千円 

配水管布設工事（一般申込） 令和８年度   10,000千円 
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（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

⑴   収益的支出 第１項 営業費用 第２項 営業外費用 第３項 特別損失 

⑵   資本的支出 第１項 建設改良費 第２項 償還金  

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費

の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。 

⑴   職員給与費                  278,471千円 

 

（他会計からの補助金） 

第９条 水道事業の健全な財政運営に資するため一般会計からこの会計へ補助を

受ける金額は、1,168千円である。 

 

（棚卸資産購入限度額） 

第１０条 棚卸資産購入限度額は、61,956千円と定める。 
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令和７年度 西尾市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和７年度西尾市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴  接 続 戸 数                56,200戸 

⑵  年間総処理水量             13,870,000㎥ 

⑶  一日平均処理水量               38,000㎥ 

⑷  主要な建設改良事業 

管渠建設工事              1,127,520千円 

ポンプ場建設工事               87,000千円 

処理場建設工事               20,000千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める｡ 

                        収              入 

第１款 下水道事業収益            4,229,766千円 

第１項 営業収益              1,837,019千円 

第２項 営業外収益             2,298,078千円 

第３項 特別利益                 94,669千円 

                        支              出 

第１款 下水道事業費用            4,145,412千円 

第１項 営業費用              3,824,071千円 

 第２項 営業外費用              310,741千円 

 第３項 特別損失                  600千円 

 第４項 予備費                10,000千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額1,092,181千円は、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額96,476千円及び当年度分損益勘定留保資金995,705千円

で補てんするものとする。）。 
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                        収              入 

第１款 資本的収入              2,238,764千円 

 第１項 企業債                             1,050,900千円 

第２項 他会計出資金              722,275千円 

第３項 他会計負担金              66,776千円 

第４項 補助金                             324,000千円 

第５項 受益者負担金及び分担金        62,000千円 

第６項 工事負担金              12,812千円 

第７項 固定資産売却代金              1千円 

支              出 

第１款 資本的支出              3,330,945千円 

第１項 建設改良費              1,737,417千円 

第２項 企業債償還金            1,593,528千円 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

公共下水道事業 
千円 

867,100 

普通貸借又 

は証券発行 

5.0％以内 
（ただし、利率見

直し方式で借り

入れる資金につ

いて、利率の見直

しを行った後に

おいては、当該利

率見直し後の利

率） 

政府資金等については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはそ

の債権者と協定するも

のによる。ただし、企業

財政の都合により、据置

期間及び償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えする

ことができる。 

流域下水道事業 107,500 

農業集落排水事業 76,300 

合   計 1,050,900    

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

⑴  収益的支出 第１項 営業費用 第２項 営業外費用 第３項 特別損失 

⑵  資本的支出 第１項 建設改良費 第２項 企業債償還金 
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費

の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。 

⑴  職員給与費                 193,926千円 

 

（他会計からの補助金） 

第９条 下水道事業の健全な財政運営に資するため一般会計からこの会計へ補助

を受ける金額は、490,051千円である。 
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    （総      則）

第１条  令和７年度西尾市渡船事業会計の予算は、次に定めるところによる。

    （業務の予定量）

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。

  (１) 船　舶　数 2 隻

  (２) 年間総乗船人員 249,090 人

  (３) 一日平均乗船人員 682 人

    （収益的収入及び支出）

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

    第1款   渡 船 事 業 収 益 223,315 千円

 第1項 192,507 千円

 第2項 30,808 千円

    第1款   渡 船 事 業 費 用 223,315 千円

 第1項 208,654 千円

 第2項 13,660 千円

 第3項 1 千円

 第4項 1,000 千円

    （資本的収入及び支出）

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に

     第1款   資 本 的 収 入 1 千円

 第1項 1 千円

     第1款   資 本 的 支 出 18,507 千円

 第1項 18,507 千円

特 別 損 失

営 業 収 益

令和７年度 西尾市渡船事業会計予算

収 入

支 出

支 出

収 入

営 業 外 収 益

営 業 費 用

営 業 外 費 用

予 備 費

企 業 債

   　　対し不足する額18,506千円は、過年度分損益勘定留保資金18,506千円で補てんするものとす

　　 　る。）。

企 業 債 償 還 金
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    （一時借入金）

第５条  一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

    （予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

  (1) 第1項 第2項 営業外費用

    （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

   それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

  (1)  職員給与費 70,765 千円

  (2)  交  際  費 10 千円

    （他会計からの補助金）

第８条  渡船事業の健全な財政運営に資するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

   19,122千円である。

営業費用収益的支出
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